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（午後５時００分 開会） 

○小澤生活支援担当課長 では、定刻となりましたので、ただいまから、令和４年度第１

回東京都ひきこもりに係る支援協議会を開会いたします。 

  本日の開催に当たりまして、委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、御出

席くださいまして、誠にありがとうございます。 

  議事に入りますまでの間、進行役を務めさせていただきます、生活福祉部生活支援担

当課長の小澤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  初めに、本日の会議資料ですが、資料１から資料１０までと参考資料を事前に送付し

ております。議事の都度、落丁等がございましたら、事務局にお申し出ください。 

  また、本日の会議ですが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、ウェブ

会議形式による開催となっております。 

  また、本日、傍聴と取材の方がいらっしゃいます。 

  会議資料及び議事録につきましては、後日、ホームページに掲載させていただきます。 

  委員の皆様が御発言される際は、挙手をしていただきまして、会長から指名されまし

たら、マイクのミュートを解除した後に、所属とお名前をお願いいたします。その後、

続けて御発言ください。なお、発言が終わりましたら、再度、マイクをミュート状態に

戻していただくようお願いいたします。 

  接続状況を考慮いたしまして、ビデオを停止されている場合には、チャットを使用し

てお知らせいただきたいと思います。また、接続状況が悪い場合には、ビデオを停止す

るか、一度退室して再度入室するなどの対応をお願いいたします。 

  次に、委員の皆様の出欠につきまして、ご報告いたします。 

  本日は、東京都民生児童委員連合会の市村委員及び、社会福祉法人国立市社会福祉協

議会の前田委員から、御欠席の連絡をいただいております。また、足立区福祉部長の中

村委員の代理として、千ヶ崎足立福祉事務所長に御出席いただいています。 

  また、人事異動により委員に変更がございましたので、御紹介いたします。お名前を

お呼びいたしましたら、一言ご挨拶をお願いいたします。 

  それでは、資料の２、東京都ひきこもりに係る支援協議会委員名簿をご覧ください。 

  東京都都立中部総合精神保健福祉センター地域支援科長の西いづみ委員。 

○西委員 はい。中部総合精神保健福祉センター地域支援科長の西でございます。 

  都アウトリーチ支援事業の中で、ひきこもりの方とも関わっております。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○小澤生活支援担当課長 よろしくお願いいたします。 

  続きまして、奥多摩町福祉保健課長、大串清文委員。 

○大串委員 奥多摩町福祉保健課長、大串でございます。よろしくお願いいたします。 

○小澤生活支援担当課長 続きまして、東京都の出席者を御紹介させていただきます。 

  高橋生活福祉部長でございます。 
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○高橋生活福祉部長 高橋です。よろしくお願いします。 

○小澤生活支援担当課長 それでは、ここで高橋生活福祉部長より御挨拶をさせていただ

きます。 

○高橋生活福祉部長 皆様、こんにちは。日頃より東京都の福祉保健医療行政に多大なる

御協力を賜りまして、厚く御礼申し上げます。 

  また、本日は御多用のところ、また本当に暑い中、御出席を賜り、誠にありがとうご

ざいます。 

  本支援協議会では、昨年の８月に提言を取りまとめていただきました。また、本年１

月には新たに４名の委員に就任いただき、ひきこもりに関する正しい理解促進に向けた

普及啓発や効果的な情報発信の在り方について検討するため、ひきこもりに関する広報

部会を設置していただきました。本日は、この２回にわたる広報部会での議論を経て、

今年度初めての支援協議会の開催となります。 

  さて、東京都は、昨年８月の提言を受けまして、ＫＨＪ全国ひきこもり家族会連合会

と連携したピアオンライン相談の実施、普及啓発・情報発信の充実、多職種専門チーム

の設置や、区市町村の支援の強化などに取り組んでおります。 

  ６月の第２回定例都議会では、ひきこもりの理解促進に関わる広報事業及びピアオン

ライン相談事業等を拡充する補正予算を組んだところでございます。 

  また、今年の５月には、区市町村のひきこもりに関わる主管部長級を構成員といたし

ます支援推進会議におきまして、都内全区市町村のひきこもりに関する相談窓口を明確

化し、ひきこもりサポートネットのホームページ等で周知しているところでございます。 

  委員の皆様におかれましては、引き続き専門的な視点で、あるいは当事者、家族の目

線で忌憚のない御意見をいただければと考えておりますので、どうぞお力添えを賜りま

すよう、よろしくお願いいたします。 

  簡単ですが、私の挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○小澤生活支援担当課長 では、これ以降の進行を、笠井会長によろしくお願いいたしま

す。 

○笠井会長 それでは、議事に入らせていただきます。 

  前回は、提言を公表した後の第２期の支援協議会としては初回の開催ということで、

２件の議題について御議論いただきました。 

  １点目はひきこもりに関わる支援の取組の現状等について、第２期から就任された４

名の委員のうち、前田委員、井利委員、小野島委員の３名の委員の方々にプレゼンテー

ションを行っていただき、皆様から多数の貴重な意見をいただきました。 

  ２点目は、都の広報事業の充実に向けた広報部会の設置について、皆様から御賛同の

意見をいただきました。 

  本日の議題は４点予定されております。 
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  １点目は、家族支援について、今期から就任された福井委員にプレゼンテーションを

お願いしておりまして、その内容も踏まえまして、皆様から御意見を頂戴したいと思っ

ております。 

  ２点目は、今年度、これまで２回実施している広報部会での検討について、皆様とこ

の場で共有し、御意見を頂戴したいと思います。 

  ３点目は、ひきこもり等支援プログラム検討部会の設置について。 

  ４点目は、都の令和４年度ひきこもり支援事業の取組等についてとなっております。 

  それでは、議事の一つ目です。 

  福井委員、プレゼンテーションのほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

○福井委員 御紹介ありがとうございます。それでは、資料の画面共有をさせていただき

ます。本日は２５分間でプレゼンをということでしたので、大体５時３５分までを目途

にお話をさせていただきたいと思います。 

  ２５分間のプレゼンに対して、資料の枚数が４５枚ということで、少し多めになって

いるんですけれども、皆様ご存じのこともあると思いますし、参考までに入れたスライ

ドもたくさんありますので、お見せするだけで進めていくものもあるということを御了

承いただけるとありがたく思います。 

  それでは始めさせていただきます。 

  本日は、ひきこもりに関する家族支援というテーマでお話をするということで、よろ

しくお願いいたします。 

  本日の内容は以下のとおりです。１から４番まで、この内容について扱っていきたい

と思います。 

  まず、ひきこもりと家族をめぐる基本的なことについて、確認しておきたいと思いま

す。 

  まず皆様ご存じのとおり、ひきこもり事例の来談経路、初めて誰が相談に来るのかと

いうことですけれども、家族が圧倒的に多いということは、これはかなり古いデータに

はなりますけれども、現在でも変わっていないのではないかと思います。 

  ただ、最近はメール相談ですとか、それからＳＮＳでの相談とか、相談の媒体が広が

ってきていますので、そういった中で御本人からの相談というのが徐々に増えている現

状があるのではないかと思います。 

  家族間の困難ということですけれども、かなり以前の統計にはなりますが、様々な困

難に家族御自身が直面しているという現状がございます。 

  この中で、特に器物破損、家族への拒否、それから家族への支配的な言動、これのい

ずれかによって悩んでいる御家族が４割ほどいらっしゃるということで、大変な困難に

直面している家族が多数いるという結果となっています。御家族はもちろん御本人のこ

とで悩んでおられるのですが、こういったデータからも、家族自身をサポートする必要

性がうかがえると思います。 
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  でも、家族はすぐには相談できない現状があります。困りごとが発生したときの年齢

としては、１８歳までという人が半数程度いる中で、来談までの年数が平均４．３年、

１０年以上たっているケースも２割あるという結果となっています。今は国や自治体で

の取組みが進展していますので、改善が期待されるわけですが、今現在、私がお聞きす

るご家族の声を思い浮かべてみても、「１０年なんてあっという間」という声を聞くこ

ともまだまだたくさんありますし、困りごとを長い間家族だけで抱えている方が、決し

ていなくなっているわけではないというところがあります。ですので、まだまだ相談し

づらい状況というのは続いているのではないかなと思っております。 

  家族の相談がなぜ遅れるのかの背景としては、偏見、スティグマ、恥の感覚、世間体

ということが、まず挙げられると思います。ひきこもりは恥ずかしいことだ、親の責任

だ、世間に顔向けできないという思いを抱えてしまう御家族は多く、相談が遅れがちに

なるところがあると思います。また、様子をみていればよくなるのではないかという楽

観的な予測、誰にも知られずに家族の中だけで解決しなければという思いがある場合も

ありますし、あるいは、御家族が相談に行くことを本人が拒否しているような場合には、

相談に行くと本人から報復されるのではないかという怖れがある場合もあります。 

  また、どんな支援サービスがあるのかということについての情報が不足していたり、

家族としてうまく対応できていないと批判されるのではないかという怖れなどもあり、

ますます相談が遅れていくということもあると思います。 

  なので、こういった家族の心情があることを十分理解をした上で、相談しやすい雰囲

気づくりや関係づくり、また仕組みづくりといったものが必要であると思います。 

  そういった中、家族によくみられる言動としては、まず、家族の本人への感情表出、

つまり感情がそのまま御本人にあふれ出てしまうということがあり、ネガティブな言動を

向けてしまうこともあれば、心配し過ぎて関わり過ぎてしまうということもあります。ま

た、親心からいろんな話題を出すんだけれども、それが本人にとってはストレスとなる話

題であるということもあります。さらに、親としては焦る気持ちなどを必死に隠して接し

ているつもりでも、その端々に含みのあるメッセージが相手に伝わってしまうということ

もあります。 

  ですが、こういった言動も、家族が至らないからこういう言動になってしまうという

ことではなく、家族に支援が届いていない閉じた環境では、誰もが「家族の中で何とか

しなければならない」と追い詰められ、こうなり得るのだという理解をすることが必要

で、このような家族の心情に十分配慮した上で、どうすればよいのかを家族とともに考

えていくという姿勢が大切だと思います。 

  ひきこもり状態の原因・きっかけについては、ひきこもりＵＸ会議の白書にデータが

示されていて、本当に多様な心理社会的ストレスが原因・きっかけになっていることが

うかがえますが、その中で、家族との関係も大きな要因になっているということで、そ

ういった意味でも、家族支援は、家族のためにも本人のためにも非常に大事なアプロー
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チになってくると思います。 

  それでは、ひきこもり状態からの回復ということを、家族との関係でどのように考え

ていくのかについて、次にお話をしていきたいと思います。 

  私が思っている「ひきこもり状態とは何か」、そして「回復とは何か」ということな

んですが、ひきこもり状態というのは、「心のエネルギー」と「対話」と「居場所」、

この三つが失われた状態であると思っています。 

  これは、御本人も、家族も、そうなんですね。御家族自身も、この問題を抱えること

で、心のエネルギーが失われ、外の世界との関わりが失われ、家族が居場所を失ってい

くということがあります。なので、本人についても家族についても、この三つが回復し

ていくということが、ひきこもりからの回復にとって、とても大事な鍵になると思って

おります。 

  言い換えれば、本人も家族もこの三つが回復して自分らしくいられるようになること

が大切で、それがないのに、どうやったら家から出られるかとか、どうやったら仕事に

就けるかとか、そちらの方にショートカットで飛びつこうとすると、うまくいかないと

いうことがあります。ですので、まず、今いる環境において、どうやったらこの三つが

回復していけるのか、そこに軸足を置きながら支援を始めていく必要があると思います。 

  では、次からは、この三つが失われたというところからの回復をどのように考えれば

よいのかということについて、お話をしていきます。 

  一つ目は、心のエネルギーの回復についてです。 

  これは、鳥取県の精神保健福祉センターの資料をお借りして、お示しさせていただい

ております。この図は、縦軸がエネルギーをあらわしていて、上に行けば行くほどエネ

ルギーが高い状態となっています。そして、赤い線が表に現れた部分、つまり行動とし

て表れたもので、青い点線が心のエネルギーをあらわしていると思ってください。 

  赤い線の行動レベルでみると、ある時期に家から出られなくなるということが起きて、

それが続き、徐々に回復する、というように見えますが、青い点線の心のエネルギーを

みると、行動として外に出られなくなるよりももっと前から、頑張っても頑張ってもう

まくいかないということで、心のエネルギーの低下が始まっていて、そしてそれが底を

ついたときに外に出られなくなるということが起こるのではないかと考えられます。そ

して、行動レベルで動けるようになるためには、心のエネルギーが十分回復をして、そ

れからようやく行動の変化が伴ってくるということがいえると思います。なので、大事

なのは、行動の変化の前に、まずエネルギーの回復であるということです。 

  ただ、対人関係の傷つきやトラウマがある場合や、ひきこもりが長期化した場合には、

二次障害として恐怖症状が続くことがあるので、そのような場合には、トラウマケアな

どが必要になります。 

  つまり、安心できる環境の中でエネルギーを十分回復し、恐怖症状を軽減していくこ

とがひきこもりの回復に大事だということで、エネルギーが回復する環境を家の中でど
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のようにつくっていけるのかということが、支援においてまず大事なポイントであると

いえると思います。 

  次に、対話の回復についてです。こちらは、委員でもいらっしゃる斎藤環先生の提唱

されているシステムを御紹介させていただいていますけれども、ひきこもりシステムと

いうのは、本人、家族、社会の間の接点、つまり、コミュニケーションの接点が失われ

ているんだけれども、こうするべきじゃないか、ああするべきじゃないかというメッセ

ージは絶えず届いているので、それが圧力となって本人や家族を圧迫し、すごく苦しく

なるという状態をあらわしています。つまり、そこからの回復というのは、いかに接点

を取り戻していくのかということ、そして、お互いがお互いを干渉し過ぎない、互いの

世界が尊重される関係性をどのように育んでいくのかということが鍵であって、それが

対話の回復につながっていくのではないかということです。 

  ３点目、居場所の回復ということですけれども、居場所には二つあるというふうに言

われています。一つ目は人間的な居場所です。二つ目が社会的な居場所です。 

  居場所の回復というと、仕事をするといったところに、つい発想が行きがちではあり

ますが、家の中で自分が自分でいられ、安らぎを覚えたりほっとできる場所があること

が、人間的な居場所の回復につながりますし、家にいても家族の役に立つ何かができる

ことが、社会的な居場所として大事な一歩になります。ですので、家の中にいても居場

所の回復ができるということを、念頭に置いておくとよいと思います。 

  そういったことを考えますと、こちらは２０１０年の厚労省のガイドラインに示され

ているステップで、家族支援の特に大事な部分は、この第１段階目の出会いの段階に当

たるわけですが、家族支援のこの段階においてできることはたくさんありますので、支

援に当たる人たちとしては、そこを十分に理解しながら、チームを組んでサポートでき

るといいのかなと思っております。 

  では次に、家族支援の実際というところをお話ししていければと思います。 

  ひきこもりということでは、多くの場合、御本人には出会えないところから、最初に

いらしてくださった家族とどのように関わっていけるのかというところからのスタート

になると思います。まさしく先ほどの４段階の階段の中でいいますと、一番最初のステ

ップで何ができるのかということですね。 

  そこからの回復の道筋というものは、ケースによって非常に多様であると思うのです

が、ここでは先ほどお話ししたように、交流や対話を取り戻して、本人が家の中にいや

すくなりながら、そして支援機関とつながっていくという道筋を描いてみると、まずそ

の１としては、家族が支援機関とつながる。そして２番目として、支援機関のサポート

を受けながら、家族と本人の間に対話を取り戻して居場所をつくる。それがうまくいき

ますと、徐々にその３、支援者と本人とが接点を持つことができ、そしてその４、本人

と支援機関がつながることができるという道筋が、一つの例として考えられるのかなと

思います。 
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  このその１とその２の段階では、御本人に会えないことが多いわけですが、それでも、

この段階にしっかり取り組んでいくことが家族支援においては大事であり、それがその

３、その４に進んでいくための一つの鍵となるかなと思っております。 

  では、その家族支援ということを考えた場合の第一歩ということですが、やはり信頼

関係づくりに始まると感じております。家族には、本当に自信をなくして疲れ切ってい

らっしゃる方が多くおられますので、エンパワーメントが非常に大事になります。それ

から、御家族は支援者に対して不安や恥の感覚を持っていることもありますので、私た

ち自身がエンパワーメントやねぎらいの気持ちを持つのは当然として、御家族の側から

見ても、この人とだったら一緒に取り組んでいけるかもしれないと、思ってもらってこ

その信頼関係づくりなのだというふうに思います。 

  そのためのポイントですけれども、ねぎらいと、苦しみに共感し努力を承認していく

という、この２点を挙げたいと思います。この信頼関係があってこそ、家の中での対話

や居場所の回復に取り組んでいけるというふうに思っております。 

  ねぎらいの温かい言葉かけは、具体例をこちらに書かせていただいているように、

「これまでよくがんばってこられましたね」というようなことです。これは、本当にこ

ちらが信じてこの言葉を言えることが大事で、念仏のように唱えても届かないと思いま

すので、心からの言葉としてこのねぎらいの言葉を届けていくということだと思います。 

  そして、苦しみに共感し努力を承認していくことに関しては、まんじゅう理論という、

これは私のオリジナルではないんですが、こちらの理論が非常に役に立つと思っており

ます。これは、人の心のありようをおまんじゅうにたとえるというものですが、真ん中

にあんこがあって、周りを皮で包んでいるというおまんじゅうがあるとして、この真ん

中のあんこの部分をつらさにたとえ、周りの皮の部分を“そうはいっても”家族が頑張

れているところ、やれているところ、家族の魅力や長所というものにたとえるというモ

デルになります。 

  家族支援のときには、このあんこのつらさに寄り添うということ。そしてたとえ今困

っている状況であったとしても、家族がどんなことを頑張っているのか、どんなところ

が家族のいいところなのかというのを見つけて伝えていく、そういったところがポイン

トだと思います。 

  ただ、このときに、皮の伝え方が大事で、「御家族にはこんないいところがあるじゃ

ないですか」みたいな決めつける言葉かけではなく、「私から見ればそう思うんだけれ

ど、どうでしょうか」というような、そんな差し出し方ができるといいのかなと思って

おります。 

  そういう関わりを十分していきますと、こんなふうにおまんじゅうがふっくらしてき

ます。これは先ほどのおまんじゅうと比べて、あんこの大きさは変わっていないんです

が、あんこの色合いが薄くなっています。そして、頑張っていること、できていること

がとっても膨らんでいくことで、その人の心の中に占めるあんこの割合が相対的に小さ
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くなっていくということをあらわしています。私たちがそんなイメージで関わって、家

族の今のありのままが承認されてこそ、次への希望が生まれ得るのかなと考えておりま

す。 

  では、家族が実際に、どのように本人に関わっていけるのかという具体的なところに

ついてお伝えしていきます。 

  家族は、本人との関わりでうまくいかなかったことがトラウマになっていることもあ

りますし、どうしても「どうしたら家の外に出られるか」「どうしたら仕事に就ける

か」ということで心がいっぱいになりがちですので、そのぱんぱんの気持ちのまま本人

に差し出す言葉は、御本人にとって安心・安全の言葉になりづらいというところがあり

ます。なので、家族がまずは自分自身の感情を調整するというところ、そういうところ

からまずサポートしていくということが必要であると考えています。 

  そして、本人との対話が全く失われていると、どんな糸口で本人と関わればよいのか

皆目見当がつかないという状況に追い込まれている御家族が本当に多くいらっしゃいま

すので、そういうときには、会話がないところからどう関わっていくのかという具体的

なところが、家族にとって役に立つことがあります。 

  それは、御本人の存在を認める関わりをどんなふうにしていくのかということで、本

当にごく何気ない関わりなんですが、返事がなくても気にしないという気持ちで声かけ

を日々続けていくということかと思います。具体例はスライドに書いてありますので、

また後で見ていただければと思います。 

  そして、会話を広げるということでは、ここもやはりその人の存在を認める関わりな

んですが、御本人にとってもまんじゅう理論というのが非常に大事だと思いますので、

つらさに寄り添いながら、にもかかわらずできていることに寄り添って、御本人が今の

ありのままが認められていると思えて、その中で希望が生まれるという関わりが家の中

で回復してくるといいなと思っております。 

  安心できる口調や話し方、内容よりも口調や話し方というところも大切です。 

  また、いつもうまくいくわけではなくても、まろやかな雰囲気を見つけて、そのタイ

ミングで気長に関わっていくとうまくいくときもある、ということもあります。 

  お互いが苦しくなるコミュニケーションということでは、自分の思いを直接相手に受

け取らせたいと思うと苦しくなるので、お互いの間にスペースがあることをイメージし

て、そこに言葉を差し出してともに眺め合うような、そういった立ち位置を意識すると

いいということを御家族にお話しさせていただくこともあります。 

  そして、こういったことが十分できてきますと、少し家の中の雰囲気が柔らかくなっ

たりしてくることが多いので、その次のステップとしては、小さなことをお願いしてみ

て感謝の気持ちを伝えたり、そして、それがまたうまくいったら、今度は提案をすると

いうような関わりをしてみたりということで、この一つ一つについて、どんな言葉で、

どんなプロセスで提案していくのかということについて、家族と一緒に考えてみるとい
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うことも役に立つかなと思います。 

  その次の展開ということですが、就労ということに限らず、いろんな多様な一歩があ

り得るということ、そして、家族が自分自身を大切にすることが大事なんだ、家族に笑

顔が増えることは、本人にとってもほっとできることなんだという、そういったメッセ

ージを大切にしながら、家族に関わることがポイントかなと思っております。 

  このスライドでは、オープンダイアローグの可能性ということについて、ちょっと触

れたいと思うんですが、委員でいらっしゃる斎藤環先生が中心になって本当に牽引して

いらっしゃるんですが、これはフィンランドの西ラップランドで生まれた対話を中心と

したシステムで、特徴としては、複数の支援者チームが家族ネットワーク、つまり家族

と本人を分けないで、家族も本人も含めた家族のネットワークと治療ミーティングを重

ねるということで、これはひきこもりの支援と非常に相性がよい治療アプローチだと思

っております。支援者一人で家族ネットワークと関わると、どうしても家族療法の大変

高度なスキルが必要になるところがあるんですが、二人で家族の皆さんと関わるという

形を取ることで、高度なスキルがそれほどなくても安心できる関わりを展開していける

ということで、今日は時間がないので詳細に触れる余裕がないんですけれども、これか

らは、二人でチームを組んで、ひきこもりに悩んでいらっしゃる家族のメンバーに関わ

るということの可能性は、非常に大きなものがあるのではないかと考えております。 

  私も精神科のクリニックでこういった実践をしているんですけれども、保健医療制度

の中でこれを実践するのは非常に難しいので、行政の中でこういった可能性が開けてく

ると、非常に大きな変化になるのではないかなと考えているところでございます。 

  最後ですけれども、家族会について、少し触れておきたいと思います。 

  これは、人を取り巻くネットワークを図であらわしたものですが、人にとって最も身

近な家族が緑の部分、専門家とか支援者がブルーの部分だとしたときに、両者の間にあ

って親しい付き合いで支え合える、ここの層がとても大事だといわれているので、御家

族の場合、それが家族会になるのではないかなと思っております。 

  ひきこもりに関する家族会も非常に増えている現状があります。 

  家族会は、精神障害の家族会が先行していますので、そちらの「みんなねっと」とい

うホームページから持ってきたものですが、家族会の柱は、「助け合い」「学び合い」

「社会に向けた働きかけ」ということで、家族にとってこれらは、心のエネルギー、対

話、居場所を回復するために、非常に大事なものだといえると思います。 

  これはＫＨＪの調査の結果ですけれども、家族会で得られたものがこんなにたくさん

あり、家族会は家族のニーズに非常にマッチした活動であるといえます。ですが、家族

会が連携していきたいと考えている様々な社会資源とは、なかなかつながれていない現

状がございまして、これからは、家族会を正式な社会資源と捉えて、いかに家族会をサ

ポートしていけるのかということが、行政の役割としては非常に大きいのかなと思って

おります。 
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  最後、まとめですけれども、よく家族が変われば本人が変わると聞くことがあります

が、これは「本人を変えるために家族が変わらなければならない」というメッセージに

なってしまっては、支援はうまくいかないと思います。やはり、家族がほっとできて、

自分が持っている力に気づくことができて、そして家族が力をつけていくことを通して、

何とかなるかもしれないという希望が膨らんでいく、そのことを通して、家族が安心で

きる中で変わっていく、それが御本人にとっての希望につながっていくということを忘

れないようにしていきたいと思っております。 

  では、非常に駆け足になってしまって申し訳ありませんが、以上で私のプレゼンテー

ションを終わらせていただきます。御清聴、ありがとうございました。 

○笠井会長 ありがとうございました。 

それでは、福井委員のご説明、プレゼンテーションについて、御意見のある方、御質

問等、挙手をお願いできればと思います。いかがでしょうか。 

  上田さん、どうぞ。 

○上田委員 福井委員、本当に家族支援の大切さ、お伝えいただけたこと、本当に心強く、

ありがたいと思っております。私からは、家族の生の声として、少し補足させていただ

きたいと思います。 

  大切な三つのことの中に心のエネルギーとありました。まさにほっとすること、安心

することは、本当に家族にとっても、そして本人にとっても、心のエネルギーに直結す

ると思います。 

  ただ、東京都の昨年度の調査を見ていても、「話を聞くことしかできなかった」とい

う回答がとても多くて、実は、話をただ聞くことの大切さというのを相談員の皆様に本

当に知っていただきたい。つまり、「こうしたほうがいい、ああしたほうがいい」とい

うアドバイスが、どれだけ家族がそれを、例えば「挨拶をしたほうがいい」と言われて

も、その挨拶がうまくできなくてどれだけ苦しんだ期間があったかということなんです。 

  「こうしたほうがいい、ああしたほうがいい」というのは、やはり家族にとっても正

論にしかならない場合も多く、それができない自分を責めてしまう年月があったかもし

れないということ。ですから、支援を回避する方でも本人も家族も現状を何か変えられ

るようとすることへの恐怖心というのはとてもあります。安心・安全を考えたときに、

よく踏み込むとか介入という言葉もありますけれども、相談員の方のまなざしやお言葉

の一つで、今の現状を「駄目だ」と、否定されてしまうような気持ちになって、いたた

まれない気持ちで相談先を後にした御家族も、やはり少なくありません。 

  そういった過去があるということを知っていただきたいし、本当にため息一つで、何

かここに来てしまって物すごく、本当にいたたまれなさやみじめさにさいなまれてしま

って、家族会につながったという御家族もいらっしゃいます。 

  そういった過去の支援のところの反省点にも立っていただいて、回避せざるを得ない

気持ちの裏に、現状を何かああしろ、こうしろと言われたりすることへの怖さ（抵抗
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感）というものがあるということを知っていただきたいですし、ですからこそ、ねぎら

いの言葉、「よく来てくれました、話してくださいました」、があって、ようやく言え

てよかったと思える御家族の思いというものもあるかと思います。 

  そういう中で、やはり今日のお話で、ただお話に耳を傾けていただくことと、家族会

もぜひ地域資源として御家族の力になればいいなと感じております。ありがとうござい

ます。 

○福井委員 よろしいでしょうか。 

○笠井会長 どうぞ、福井先生。どうぞ。 

○福井委員 はい。上田委員、本当にありがとうございます。気持ちが本当に伝わってく

るお話だったと思います。 

  私が、会話がないところからどう関わるかというところから、スライドをたくさんお

示ししたんですけれども、こういった情報を、じゃあ､何でもかんでも差し出せばいい

のかということは、そうではないんだというところを、今、上田委員がお話ししてくだ

さったかなと思います。 

  もし差し出すとしたら、こういう内容のことをお話しできるストックとして、私たち

の中に持っておくことが大事だということでありまして、どういうことをどんなタイミ

ングで家族とともにお話をしていくのかということは、本当に安心・安全ということを

最優先にする中で、一緒に考えていくという、そういった姿勢がとても大事だと思いま

すので、じゃあ、こういった情報をどんどん詰め込んでいけばよいのだという、そうい

ったことではないんだという、本当に大事な姿勢の部分をお話しいただいたと思います。

ありがとうございます。 

○笠井会長 ありがとうございました。ほかに御意見等、いかがでしょうか。 

  どうぞ、井利委員。 

○井利委員 ありがとうございました。今の上田先生と福井先生のお話、とても共感でき

るところがございます。 

  今までずっと１０年以上、２０年近く家族と関わってきまして、家族が、自分たちが

変わらなければいけないとか、もっと自分たちが頑張らなくてはいけないと言われ続け

てきているということで、どんなに苦しんで、どんなに大変な思いをしているかという

ことをすごく感じます。 

  それは、「変わらなければいけない」と決して言ってはいないつもりでも、やはりこ

ういうところで、こうすべきだみたいな正論みたいなことが語られることによって、家

族がそれをやはり真に受けて、そうならなければいけない、でもできない、どうしよう

という形で、逆にすごく傷つきながら、その場を去っていかざるを得ないような状況と

いうのがたくさんあって、そういう中で、やはりエネルギーの回復にはすごく時間がか

かるということと、それから、その人のペースに合わせて、ゆっくりとやっていかなく

ちゃいけないという、本当にこれは年単位でいいんだといったようなこと、もっと時間
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をかけても大丈夫といったようなことを、やっぱり言っていかなきゃいけないというこ

とと、それから、こうせねばならないとか、こう変わらなければならないということに

よって、本気でそう思ってはいないんだけれども、思えない、なかなかそう思えるもの

ではない。だけども、そういうふうに表面上やってしまうという中での、それが本人に

与える、真綿でくるむようなダブルバインド的なことというのが、実はすごく起こって

いて、それを起こしてしまっているのが支援者の責任なのではないかなというふうに

多々感じることがあって、本気でものを言えないというところを、じゃあどうするかと

いうところで、じゃあそれを言うことによって、今度はダブルバインドになって、本当

は思っていないのにそういうことをしてしまうので、本人たちはそれが見抜けてしまう

から、逆にどうしていいか分からなくなってしまうということが、多分に起こっている

なということをよく感じております。 

  上田先生がおっしゃってくれた、ただ話を聞くということの大切さといったものを、

やっぱりもう少し伝えていかなきゃいけないし、それから、時間がかかってもいいとい

ったようなことも伝えていかなきゃいけないし、家族が変わらなければ変わらないんだ

よという、そういうことではなくて、家族が安心できればいいんだよというメッセージ

に変えていくということは必要かなと思います。 

  ありがとうございました。今日のお話、とてもよかったです。ありがとうございます。 

○福井委員 ありがとうございます。 

○笠井会長 ありがとうございます。 

  徳丸委員、どうぞ。 

○徳丸委員 今、皆さんがおっしゃったこと、本当にそのとおりだと感じてお伺いしまし

た。 

  課題としては、ほとんどの相談員は、問題解決するということを使命として仕事をし

ているという、そういった状況にあって、せかさないで、かつ継続的に関われる相談員

をどのように用意するかということが、システムとしては非常に大きな課題ではないか

なと感じました。 

  以上です。 

○笠井会長 ありがとうございます。 

  中村委員、どうぞ。 

○中村委員 ありがとうございます。福井委員、お話ありがとうございました。 

  私は、支援者の立場から、一つ困ったことについてお話をさせていただきたいんです

けれども、家族会の方とある御家族のお話を聞いていたときのことなんですが、あれが

困った、これが困ったとおっしゃり、解決策をすぐに知りたい、教えてください、どう

したらいいんですか、家族の中ではこんなことが起こっています、家庭の中ではこんな

ことが起こっています、というエピソードをただお聞きしたんですけれども、聞いてく

ださってありがとうございました、次はこちらに行きますと。次に行く先は保健所だっ
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たんですが、そういうわけで、いろいろなところに足を運んで、本当にパワフルに動き

回って話を聞いて、自分が知りたい情報というか、自分の気持ちに合った話、気に入っ

た話をしてくださるところをずっと見つけてラウンドしてしまう方について、どのよう

な対応をすればよかったのだろうかと、ただ話を聞いた身としては、非常に不全感を感

じていて、その方が、この家族会と私たちがやっている居場所のところに戻ってくるこ

とがなかったので、その後どうしたんだろうととても気になったことがありまして、そ

のときにはどうしたらよいのかというお話を、ひとつコメントとしていただけたら幸い

です。 

○福井委員 お答えして大丈夫でしょうか。 

  きっと、中村委員でしょうか、ただ聞くというところを徹底されたと思うので、ちょ

っと私がその場にもしいたとしても、それ以上のことができたとは、とても思えないと

ころがあるんですが、今日の少なくとも話の内容に引きつけて申しますと、一つは、そ

ういった状況の中でも、その方が、じゃあどんな工夫をしていらっしゃるのか、ふだん

そういう中でどんなふうに過ごしていらっしゃるのか、暮らしているのかというところ

をじっとまた話をしていただいて、その中で、こちらが本当に共鳴できる部分に触れて

いくという、そういった関わりというのが一つあるのかなと思います。 

  やはり次の、どうしても本人のことというのが意識の中で向きやすいときに、自分が

どうなれたらよいのかというところに意識が向くと一番いいなといつも思うんですけれ

ども、それができるには、やはり自分がやってきたこととか頑張ってきたこと、努力し

たことに十分に光が当たってそれが認めてもらえるという、そういう関わりが本当に重

要なのかなと思っております。 

  ただ、そういう中でも、やっぱり自分の欲しいものを求めていろいろあちらこちらに

行ってしまわざるを得ない、そういう気持ちがある家族の気持ちというのも、私は、や

はりそれは承認したいなという気持ちでいるんですね。 

  私が関わらせていただいている家族会の中で考えますと、その辺りの気持ちを本当に

粘り強く分かち合って支えていらっしゃるというのが、本当に家族同士の力ってすばら

しいなと思うんですよね。 

  そういう、周りから見たらちょっと心配になるような動きであったとしても、今はそ

うせざるを得ない気持ちのときもあるんだということも、一緒に分かち合いながら、家

族会の中で支え合っていけるような場所になるといいなと、そういった家族会に実際に

参加したことがあるので、そんなふうに思います。 

  それは、もう本当にすぐそうなるということよりは、年単位で、本当にそれこそ皆さ

んが関わりを切らずに、ずっとその方と関わり続ける中で、少しずつ、薄皮を剝ぐよう

に変わっていかれるようなところかなというふうに感じますので、そんなことが、今、

連想としては浮かびました。 

  十分ではないかもしれないんですが。 
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○笠井会長 ありがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。 

  斎藤委員、どうぞ。 

○斎藤委員 福井委員、ありがとうございました、コンパクトにまとめていただきまして。 

  私は精神科医ですので、精神科医の立場から申し上げたいと思うんですけれども、ひ

きこもり支援の一つの柱でありながら、多分一番遅れているのは精神医療と思っていま

す。 

  どういうことかと言いますと、まず、家族相談が受けられないという現実があります。

家族が必死の思いで精神科に予約を取って受診して言われる言葉は、大体において、

「じゃあ次は必ず御本人と一緒にいらしてください」という無理難題なわけですよね。

これは事実上、門前払いなんですよ。こういう門前払いを繰り返されるうちに、家族は

だんだん絶望していって、専門家でならないと思ってしまいかねないということがある。 

  こちらから言えば、相談員もいるし、精神科医もいるし、いろんな人がいますよと言

いたいですけれども、そんなことは当事者からすれば、そういうことが均等に見えてい

る人はそんなに多くないわけでありますから、最初に言った専門家が相手にしてくれな

ければ、そこで諦めてしまう人が非常に多いという点で、精神科医の門前払いは非常に

罪深いと私は思っています。 

  全ての精神科医が家族相談に対応していただければ理想ですけれども、それは保険

診療でできないとかいろんな問題があって、自費でもいいですからやっていただきたい

と本当は思うんですけれども、それすらも難しいとなってきた場合は、せめて、うちで

はちょっと無理ですけれども、こちらに行けば相談が受けられますよというふうにつな

いでいただくとか、そんな感じで門前払いにならないような配慮を、これは精神科医の

方たちにお願いしたいし、もっと言えば、もうちょっとそこら辺は、発達障害臨床もそ

うですけれども、もうちょっと、これだけありふれた問題ですから、勉強していただい

て、御自分で対応できるような、そういうふうな工夫をしていただくことが大事じゃな

いかなということで、都の仕事になるか分かりませんけれども、精神医療に対する啓発

活動は、非常に大事な役割を持っているかなと考えているということが、まず１点目で

すね。 

  それからもう一つは、ガイドラインにあるとおり、家族相談が最初の入り口になるの

は、これは避けられないということは当然なんですけれども、家族のニーズも波がある

んですね。例えば、各区市町村に、前も言ったかもしれませんけれども、各区市町村に

ひきこもり地域支援センターがあって、その窓口が必ずあるわけですけれども、意外な

ほど閑古鳥が鳴いているという現実があります。 

  今、推計では１００万人以上、私の推計では２００万人以上いると思われるひきこも

りの規模に比べて、この暇っぷりは何なんだろうと不思議に思うんですけれども、やは

り多くの家族は諦めちゃうんですよね。どこか相談を諦めちゃって、相談に行かなくな

ってしまう。たまに大きくニュースで報じられたりとか、何かあると、わっと怒濤のよ



15 

うに押し寄せて、今度はパンクしてしまうということが繰り返されているということが

あります。 

  これを防ぐためには、やはり普段からの啓発活動とか啓蒙活動といいますか、広報で

すね。「こういうことをやっていますよ」とちゃんとアピールしていかないと、ニーズ

の掘り起こしを積極的にやらなければ、ただ窓口をつくって待っていますと言っただけ

では、全然これは対応できないということがあると思いますので、広報の重要性みたい

なことに関しても、ちょっと提案させていただきたいと。 

  この２点です。以上です。 

○福井委員 ありがとうございます。 

○笠井会長 斎藤委員、ありがとうございました。 

  じゃあ、中島委員と、あと先ほど上田委員もお手を挙げられましたので、お二人、御

意見をいただいたら、一旦終了とさせていただきます。 

  中島委員、どうぞ。 

○中島委員 福井先生、ありがとうございました。 

  皆さんがおっしゃっているとおりだと思うんですけれども、福祉の相談の立場から考

えますと、どうしても制度から見ますと、年齢とか、そういう枠の中で対象になるかど

うかで弾いてしまったり、あるいは皆さんおっしゃっていたように、どうしてもひきこ

もりという現象が悪いことなので、それを変えないといけないとか、状況を改善しなき

ゃいけないということが前提にあって、それでどうしても相談に来た方を否定するよう

な結果になってしまうという中で、相談に来た人が傷ついてしまうと。それが怖くて相

談に来られなくなってしまったりするというような、残念ながら現場は一生懸命やって

いるんだけれども、悪循環が生まれてしまっていたのかもしれないと、改めて皆様の話

を聞いていて、感じておりました。 

  どうしても、現状をよくしたいという思いを持って相談を当然するわけですけれども、

よくしたいという思いが、家族の方や御本人が頑張ってきたことまで否定して、全てを

変えなきゃいけないというふうに、仮になってしまっているとすると、やはりそこは

我々、本当に反省をしなきゃいけないところですし、そこは多分、やっぱりあるのかな

と。 

  ですから、この協議会でずっと議論してきた、ひきこもりの現象は悪いことではない

んだよということを改めて、しっかりと確認しなきゃいけないのかなと思って聞いてお

りました。 

  以上です。 

○笠井会長 ありがとうございました。 

  先ほど上田委員がお手を挙げたかと思うんですけど、もしよろしければ、もう一度ど

うぞ。 

○上田委員 先ほど中村委員の話を聞いて、問題解決にすごくいろいろなところに走り回
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る御家族の、いろいろな顔が浮かびまして。焦って不安でどうしようもなくて、もうあ

ちらこちらに、「問題解決、何かないですか、ないですか」いろいろ自分の中で動き回

る御家族の焦りというところは、肯定的に受け止めつつ、私はご家族自身がその中で焦

りや不安が少しでも減って、ちょっとでもほっとできるような場所と出会ってほしいな

と。いろいろ回って、また家族会に戻ってくる方もいらっしゃったりしました。 

  だから、問題解決を急ぐ方には、私はゆっくりお話を聞くようにして、お話を聞くだ

けにして、情報をあげてもその方が受け取るかどうかは、本当にその方次第だなと思っ

たりしていました。 

  たらい回しをしませんという文言が相談窓口にあるといいなと。一から同じことを話

すことのエネルギー、本当に消耗するので、一度話したことをまたもう一度あそこで同

じことを話さないような、そういう場所が増えたらいいなと思いました。 

  以上です。 

○笠井会長 ありがとうございました。 

  ほかにも御意見があるかもしれませんが、次に進めさせていただく関係で、一旦終了

させていただきたいと思いますが、福井委員、どうもありがとうございました。 

○福井委員 ありがとうございました。 

○笠井会長 それでは、続きまして、議事の２点目の広報部会の報告について、事務局か

ら御説明をお願いいたします。 

○小澤生活支援担当課長 それでは、私のほうから、資料の４、５、６につきまして、御

報告、ご説明をさせていただきたいと思います。 

  広報部会、２回開催いたしまして、多様な意見をいただきました。その議論の最初に

お出ししたのが、資料４でございます。 

  昨年度、東京都が実施した広報の内容について、お話をさせていただきました。イン

ターネット広告、それから新聞広告、次はテレビ番組ですね。「“ありのまま”の友人

たち」ということで、テレビ番組を、こちらは今でも東京動画において掲載中です。 

  それから、交通広告、郵便局におけるチラシの設置と、こういったような取組を昨年

度いたしまして、こちらについてお話をいただきました。 

  それから、資料５ですね。今後の東京都のひきこもり普及啓発と情報発信について、

お話をさせていただきました。提言を踏まえまして、今年度実施予定の広告事業の展開、

こちら補正予算も含めて、今年度実施をする内容です。 

  それから、家族会と連携して作成する予定の家族向けパンフレット。それから、事業

周知リーフレットです。この事業周知リーフレットに関しては、関連いたしまして、参

考資料を付けておりますけれども、今年度初めて全区市町村の相談窓口一覧を作成する

ことができました。この内容は、今年度作成する事業周知リーフレットに盛り込む予定

で進めております。 

  それから、講演会ですね。講演会につきましては、白梅学園大学の長谷川先生に御登
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壇いただきまして、こちらも東京動画においてオンライン配信を行いました。 

  それから、東京都ひきこもりサポートネットのホームページについて、リニューアル

をする予定ということで、こちらもたくさんの意見をいただいたところでございます。 

  資料６－１と６－２は、それぞれの部会でいただいた意見を、各委員の発言を委員の

お名前入りでそれぞれ入れております。 

  第１回目は資料６－１でございますけれども、昨年度の取組、それからポスター、チ

ラシの設置場所について、また、ドキュメンタリー番組についての御意見、それからひ

きこもりサポートネットホームページについての御意見、また、幅広く普及啓発、情報

発信全般についての御意見をいただきました。また、区市町村の窓口の明確化というと

ころについても御意見をいただきました。 

  続いて、資料６－２でございます。第１回目の広報部会での意見を基に、さらに様々

な具体的な御意見をいただきました。 

  東京都ひきこもりサポートネットのホームページにつきましては、かなりたくさんの

御意見をいただきまして、こういった内容を反映したホームページについて、今準備中

でございます。 

  ４枚目は、普及啓発、情報発信全般について、アンケートを活用した普及啓発につい

て、区市町村の広域連携について、その他様々な御意見をいただいたところでございま

す。 

  これらの御意見を参考に、東京都といたしましても、一層の普及啓発と情報提供に努

めていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○笠井会長 御説明ありがとうございました。 

  皆様よろしいでしょうか。 

  では、続きまして、徳丸部会長から御発言をお願いできればと存じます。よろしくお

願いします。 

○徳丸委員 部会長を務めさせていただきました徳丸です。 

  今、小澤課長から御報告があったとおり、この部会ではひきこもりに関する正しい理

解の促進に向けた普及啓発、そして効果的な情報発信の在り方について検討するという

ことを目的として、令和３年度に実施された広報、具体的にはインターネットや新聞の

広告、ドキュメンタリー番組、交通広告、郵便局におけるチラシの設置、そしてサポー

トネットのホームページのリニューアルについての意見を、今後の事業実施の参考にな

るような具体的なアイデアを求められたということでした。 

  配付資料を御説明いただきましたけれども、部会で出された意見がほぼ全て記録され

ております。 

  多くの意見があったわけですけれども、共通することを一つ紹介するとすれば、広報

に用いられる言葉には、支援の姿勢が表れるということが言えると思います。 
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  例えば、「ひきこもり」という言葉の使い方、そして「相談してください」と当たり

前に言ってしまう支援者のスタンスなどについて、振り返って検討することができたと

思います。 

  ホームページやポスターを作る際には、一つ一つの言葉が、それを見る人がどのよう

に受け止めるだろうかということを、よく吟味して用いていくことが大切だということ

を強く感じました。 

  そのほか、課長から御紹介があったように、ドキュメンタリー番組、それから窓口の

明確化について、市町村の広域連携について、アンケートを用いた普及啓発などについ

ての意見交換をしましたので、資料をご覧いただければと思います。 

  私からの報告は以上です。 

○笠井会長 徳丸委員、ありがとうございます。 

  それでは、御発言のある方は挙手でお願いできればと思いますが、いかがでしょうか。  

○中島委員 よろしいでしょうか。中島です。 

○笠井会長 どうぞ、よろしくお願いします。 

○中島委員 どこかにひきこもり月間をつくってはどうかというような、そんな御意見が

あった気がするんですが、非常に分かりやすい、都民の皆さんにお伝えするメッセージ

としては、そういうものはとてもいいかなと思っていて、いろいろな分かりやすさとい

うところで、何か皆さんに考えていただくという意味では、そういうことも大事かなと

思って、資料を見させていただきました。 

  私からは以上です。 

○笠井会長 貴重なアイデアをありがとうございます。 

  ほかにいかがでしょうか。 

  井利委員、どうぞ。 

○井利委員 すみません、ありがとうございます。 

  私が今すごく関心を持っているのは、広報ということなんですけれども、例えば家族

会とか家族支援とかをやりながら、家の中である程度落ち着いてきている方たちが、じ

ゃあ、社会へ出ていくというときに、まだまだ出にくいですね。それは地域の、大分緩

和されてはいるかもしれないけれども、偏見がすごく多いですし、あとやっぱり分から

ない人には全然分からないというか、なかなか興味も関心もない人には全然そこが伝わ

っていかないところがあって、こういったインターネットとか、新聞とか、テレビとか

ということも大事で、すごくいいなとは思うんですけれども、やはり直接地域の方たち

にうまく伝えていく。地域の住民の方たちとともに、「ひきこもりの人っているかもし

れないけど、でも何かお手伝いできることはあるかもしれないよね、私たち」といった

ような、そういった地域の風土づくりといったものについて、どうしていくのがいいの

かというところは、何かいいお話が出たのかなと思いまして、御質問です。 

○笠井会長 徳丸委員、どうぞ。 
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○徳丸委員 適切にお答えできる自信はないんですが、様々言葉を工夫して、多くの媒体

で周知をしていくということになるかと思うんですけれども、例えばドキュメンタリー

番組を、非常にいいのができましたので、これを各自治体の講演会で利用していただく

とか、それから東京では地域の家族会が非常にたくさん活動が広まっていますので、そ

ういったところでも見ていただくとか、そのようなことが考えられると思っています。 

○笠井会長 ありがとうございます。 

○井利委員 ありがとうございます。 

  地域の人たちにどうやって伝えていくかって、現場的なところをもう少し工夫してい

かなくちゃ、私たち自身も工夫していかなくちゃいけないかなと思います。ありがとう

ございました。 

○笠井会長 林委員、どうぞ。 

○林委員 ありがとうございます。 

  私は、今年度の実施予定を見ていますと、正直申し上げると、弱いかもしれないなと

ちょっと思っているんですね。それは、いずれもこちら側から発信はしているんですけ

れども、果たしてそれを当事者がどのぐらい受け止めてくれるのかということを考えた

ときに、ちょっと弱いかもしれないという気が正直しています。 

  一つには、参加型のものがないんですね。やはり当事者に確実に届けるには、当事者

たちも参加できるようなイベントのようなものですとか、そういったものが一つはあっ

たらいいなと思いました。 

  それから、先ほど中島先生が言ってくださった、１か月間、ひきこもり月間というの

は、私がお話をしたところなんですけれども、自殺対策などは、自殺対策月間というも

のをつくって、集中的に各自治体でも広報といいますか、そういうのをやっていますよ

ね。やっぱり、ああいうのはとても力強く発信しているというか、非常に意味があるな

と思うんですね。ですので、そういうのと同じようなものがあったらいいなと思いまし

た。 

  また、昨年もそうだったと思うんですけれども、当事者が全然こういうことをやって

いるということを知らない、届かないと、やっても意味がなくなってしまいますので、

何かしら発信だけではなくて、本当にどうやったら当事者に届くのか、もう少し参加を

してもらう形で広報をつくっていくというようなことも考えていく必要があるかもしれ

ないなとは、正直なところ思っています。 

  ただ、部会のときも申し上げましたけれども、まずは東京都がこうやって情報発信し

ようと、広報をやっていこうという取組をしてくださっているということは、本当に心

強いことですし、当事者にとって、私は今、広報も支援だというふうに思っているんで

すよね。広報をできる限りして、情報を何度でも、たくさん、あらゆるツールを使って

届けるということ自体がとても大きな支援になりますので、それを始めてくださってい

るということは本当にありがたいですし、心強く思っていますので、ぜひまた来年度に
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向けても、よりよいものにしていっていただけたらと期待しています。ありがとうござ

います。 

○笠井会長 ありがとうございました。 

  中村委員、どうぞ。 

  ミュートが戻らないでしょうか。ちょっと一旦、ほかの方にも御意見いただいてよろ

しいですか。八王子市の遠藤様、もしよろしかったらどうぞ。 

○遠藤委員 遠藤です。 

  先ほどの林委員の御発言と少しかぶるかもしれないんですけれども、資料６－２の区

市町村の広域連携というところを興味深く拝見させていただいたんですけれども、今回

こういうひきこもりに関する広報を行う上で、広報の発信者は一体誰なんだというとこ

ろをちょっと考えました。 

  先ほど、本当に広報も支援の大きなツールの一つという御意見がありましたけれども、

本当にそのとおりで、広報も支援のツールの一つだということであれば、また広報も一

つ、支援ネットワーク、そういうものの上に発信される必要があるのかなと思いました。 

  東京都のほうで、いろいろな広報を出していただく、これも大変ありがたい話なんで

すけれども、その中に関連づけられている、例えば私ども区市町村、そこが併せてどう

いう発信をしていくか。さらに東京都の発信したものと区市町村の発信したものがどう

リンクしていくか。さらにそれがいろいろな支援団体、家族会、当事者団体、それが

様々な形で広報がネットワークになっていく、そういう多重的な重層的なネットワーク

ができていくと、支援との相乗効果というのがさらに深まるのではないかなと思います。 

  先ほど、林委員が自殺予防の月間の取組の話をされていましたけれども、場合によっ

ては、やはりひきこもりの方の支援でも、そういう機会をつくっての発信というのが一

つ考えられるんではないかと、御意見を見させていただいて感じたところです。 

  以上です。 

○笠井会長 遠藤様、ありがとうございました。 

  中村様、もしよかったらどうぞ。 

○中村委員 広報ということに直接関係はないかもしれないんですけれども、間接的なも

のとして、例えば当事者の方に発信するときに、ひきこもりということを連呼するよう

な、こんないい動画があるよというのは、それは当事者向けなのかなって、いつもそれ

は思っていて。 

  例えば、この間、私が参加したある会で、分身ロボット、自分がそこの場所に行かな

くても、代わりにロボットがそこで喫茶店の接客をすることができるという、分身ロボ

ットというのを見せていただいたりして、そういう取組に、ひきこもりの方もそういう

ところに参加できるよとか、あと身体障害、肢体不自由だけではなくて、精神障害の方

も、顔出しができない方もそこに参加できるものとか、あとはメタバースのようなもの

を相談に活用するという例をお聞きしていますので、そういうちょっとしたツールを使
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うことによって、それが広報の効果を現すのではないかと思ったのが１点と。 

  広報部会でも発言をさせていただいたんですが、東京都のいろいろな自治体が、一つ

の媒体になって広報活動を展開するという、ホームページ等を活用したり、ＳＮＳを活

用するという方向性を、いろいろな自治体の協力を得てやれたら、一つの大きな力にな

るのではないかと思って、発言いたしました。 

  以上です。 

○笠井会長 ありがとうございます。 

  井利委員、どうぞ。 

○井利委員 ありがとうございます。 

  先ほどの広域連携のところの御発言をいただきまして、私たちのほうで、今度、広域

連携をやっていこうというところで、文京区の委託を受けているんですけども、それぞ

れ委託を受けている文京区、台東区、千代田区、３区連携をして、そして、いろいろな

家族会の広報とか、あと講演会とかも、斎藤環先生の講演とかもお願いしているんです

けれども、そういったところの講演会を３区合同で、誰でも３区の方なら無料で来られ

るという形で、そして広報に関しても、そういったところで広く広報していこうという

ところを始めようとしているところです。 

  やはり、地域ということももちろん大事なんですけれども、地域だとちょっと限られ

てしまったりとか、あとそれぞれの地域でどういった広報戦略をしているのかという、

意見交換も含めて、来られる方にとっても、地域柄もあると思うんですけれども、自分

の地域の役所で何かやると言われても、ちょっと行きづらいなとか、そういったことも

ありますので、広域連携といって、今３区が何とかやっているんですけども、課長級が

集まって議論をしたということがあります。 

  そういったことがやはり今後、若者支援なので、子供ではないので、若者がいろいろ

な地域を行ったり来たりとかして、どんどん動いている方もいらっしゃいますし、むし

ろ動けるということが大事だと思いますので、そういった広域連携を進めていくという

ことは大事かなと思いまして。まだ始まっていなくて、そういう試みをこれからやろう

というところで、今模索中ではあるので、完全な報告とはいかないんですが、地域ごと

の自治体が集まるということで、３区合同でやろうということを考えておりますので、

そういったことは今後必要になってくるのではないかなと思っております。 

  以上です。ありがとうございます。 

○笠井会長 ありがとうございます。 

  それでは最後に、上田委員、どうぞ。 

○上田委員 皆様のお話から、私は４点ですね。 

  まず一つは、今、ひきこもりサポートネットのピアオンライン相談をＫＨＪでも協力

しておりますが、本当に全体の相談数が非常に少ないと感じています。 

  これは、先ほど林委員が言ったひきこもり月間も非常に賛成なのですが、そもそも相
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談電話も、ひきこもり相談という広報について、受ける人たちはどのように受け止める

かなと思ったときに、ひきこもりから脱する相談とか、ひきこもりを直さなければなら

ない相談とか、まだまだひきこもりって悪いものだという、変えなければならないとい

うイメージがまだまだ強いということを日頃から感じていて、林委員の参加型イベント

もすごく賛成なんですけども、なぜ当事者のそういったイベントに人が参加するかとい

うと、そういう脱するとか直すとか、そういうイメージが全くないんですね。 

  これはどういうことかというと、果たしてひきこもりを伝えるときに、例えば私は

「つながりを考える月間」とか「孤立しない月間」とか、例えば「生き方を考えてみる

月間」とか、ＫＨＪが過去に生き方シンポジウムというのをやったんですけれども、い

ろんな生き方があっていいよねとか、いろんな働き方があっていいよねというのをやっ

たときに、とてもたくさんの参加者がいらして、ひきこもりの名前だけを、アンケート

の中にも、ひきこもりという名前のネガティブイメージがとても苦しいというのが、や

はり全国調査でも必ず出てくる、そこにどのように広報していくか。やはりチラシでも、

人とのつながりというワードから相談してみようと思いましたとか、そういうこと。要

は、ひきこもりながら、ひきこもったままでも地域で安心して生きていけるというよう

な。 

  地域家族会は、まさに自分の地域でなくても、いろんな地域に参加できる家族会が今

２７か所ありまして、そういう月間のときに、地域家族会が各自治体と一緒に、何か生

き方や、生きづらさを抱えながらも安心できる、地域で安心して過ごせるとか暮らせる

とか、そういう何か広報ができたらいいんじゃないかと。あと、独りぼっちにならない

で誰かとつながるみたいな。 

  そんな中から、ICTの活用としてメタバースも、実は今年、ＫＨＪの全国大会でもこ

ういう居場所づくりがあるよというのを発信していこうかという形で話しているところ

で、本当にいろいろな選択肢があるし。 

  最後に、私はせっかくこの支援協議会があるのであれば、やはり地域づくりって、多

職種、多機関連携なんですよね。これだけたくさんの委員の皆様がいるってすごいこと

だなと思っていて、例えば支援協議会が主催して、何かそういうシンポジウムやイベン

トをやっても面白いかなと思ったり、今のあなたの現状を否定しない人たちがいるんだ

というようなメッセージを東京都の支援協議会からも発信していくというか、そんなこ

とを、ちょっと皆さんのお話から感じてお話しさせていただきました。 

  以上になります。 

○笠井会長 上田さん、ありがとうございました。 

  いろんな御意見をいただきまして、ありがとうございます。 

  本当に実効的な支援、広報に向けて、誰に何を届けるのかということについて、本当

に具体的な御意見が多数出ましたので、またこれからの広報の戦略に生かしていければ

と思います。 
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  では、お時間の都合もありますので、本日はここまでにいたしたいと思います。 

  続きまして、議事の３点目、ひきこもり等支援プログラム検討部会の設置についてで

す。事務局から御説明をお願いいたします。 

○小澤生活支援担当課長 それでは、事務局のほうから、資料７、それから資料７－２で

ございます。御説明をさせていただきたいと思います。 

  東京都では、「ひきこもり等の若者支援プログラム」というものを持っております。

こちらにつきまして、設置目的にあるように、現行の「ひきこもり等の若者支援プログ

ラム」の見直し等を行いたいと。中高年齢層を含めた全世代が安心して利用できるよう

な、多様な社会参加の場の充実を図りたい、そのようなプログラムをつくりたいと考え

ております。 

  戻りますが、左の提言のところに、ひきこもりの状態にある当事者の状況は様々であ

ると。当事者が本人の状態やニーズに合った居場所等に参加して、自己肯定感や自尊感

情、生きる意欲を高めて人とのつながりを取り戻す、こういったような視点。それから、

居場所につきましては、当事者参加の促進ですとか、既存の地域資源をさらに活用する、

様々な種類や方式の場を当事者が選択できるようにすることが望ましい、このような提

言をいただきましたので、こういった理念に基づいた新しいプログラムをつくりたいと

考えております。 

  委員構成の案につきましては、ご覧のとおりでございます。各委員に御参加いただき

まして、具体的な御意見をいただきたいと思っております。 

  資料７－２のパンフレットは平成２２年度につくったプログラムでございます。こち

らについて御議論いただきまして、見直しを図っていきたいと考えています。 

  事務局の説明は以上でございます。 

○笠井会長 御説明ありがとうございました。 

  それでは、これに対して御発言のある方、挙手をお願いいたします。いかがでしょう

か。 

  どうぞ、斎藤委員。 

○斎藤委員 ありがとうございます。 

  まず、若者支援プログラムという名目は、これは世代が中高年にもわたったので撤廃

していくという方向だと理解しておりますが、それでよろしいのかどうかということで

すね。 

  今は、内閣調査でもはっきりしましたように、シニア層のほうがひきこもり人口が多

いと分かってしまいましたので、若者支援という枠は完全撤廃しないと成立しないと思

いますので、世代別に分けるとか、そういう案はあってもいいかもしれませんけれども、

私はあまりそれも意味がないと思っていますので、その辺をぜひお考えいただきたいか

なということを、ぜひ検討していただくことがまず大事かなと思いますけれども。 

  もう一点、先ほど福井委員からお話がありましたけれども、訪問支援プログラムがあ
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るんですけれども、これに関しましては、ぜひともオープンダイアローグ的な手法も参

照していただきたいと考えております。 

  実際、これは今、各自治体でダイアローグ研修の要請が高まっておりまして、今現在、

私は茨城県笠間市の訪問支援に関わっていますけれども、こちらでも、職員が研修を受

けて対話的にアプローチをするということをやっておりますし、最近では、東京都精神

保健福祉センターのほうで、リモートですけれども研修をやったりとか、ニーズがある

ということは実感しておりますし、実際、使える手法でもありますので、制約としては

二人１組じゃないと訪問が難しいという制約が出てしまうので、その辺をどうクリアす

るかなんですけれども、有効性はある程度高いと考えていい根拠がありますので、御検

討に入れていただければ大変うれしく思います。 

  以上です。 

○笠井会長 斎藤委員、ありがとうございました。 

  ほかに御意見いかがでしょうか。 

  森委員、どうぞ。 

○森委員 東京都社会福祉協議会の森です。 

  先ほどこちらのプログラムの御説明の中で、小澤課長より、「提言より」のところで、

居場所の在り方を少しおっしゃっていただいていました。現在、重層的支援体制整備事

業という形で、各区市町村の任意事業ということで、今日も世田谷区さんと八王子さん

がいらっしゃいますけれど、参加支援という仕組みづくりが、区市町村の中で今、取組

が始まっています。 

  そうした中で、非常に、参加支援の場づくりって、とてもセンスが求められるところ

だなと思っていますし、先ほどおっしゃっていただいた、当事者一人一人に応じたとい

うところを、きちんと理解した形で取り組まないといけないのかなと思っています。 

  そういった意味で、この参加支援という部分における居場所の在り方ということ、あ

るいは先ほどから出ています、相談の在り方ということ。あと、もう一つ、広報の延長

として、やはり情報を当事者、家族の方に届けると同時に、都民の理解を促進するとい

う話もありましたが、こういったことを、各地域の中で、より地域共生ということで言

うと、「共に生きる人々」という意味で、より身近な中で知ってもらうということ、そ

ういった辺りに取り組んでいきたいなというふうに思っております。 

  委員の一員に入れていただきましたので、少し自分なりに思っていることをお話しさ

せていただきました。 

  以上です。 

○笠井会長 ありがとうございます。 

  ほかにはいかがでしょうか。 

  どうぞ、林委員。 

○林委員 ありがとうございます。 



25 

  この支援プログラムを私も拝読して、この中身については、これから部会で相談、皆

さんと意見をしていくということでよろしいんですよね、中身については。 

○笠井会長 それでよろしいでしょうか、事務局。 

○小澤生活支援担当課長 はい、おっしゃるとおりでございます。 

○林委員 そうですね。 

  その上で、ちょっと全体についてなんですけれども、今回、若者という言葉は私も外

れるのかなと思っていますが、このプログラム自体が支援ありきで、全て支援をしてあ

げる対象者がいるというようなイメージでプログラムがつくられると、このプログラム

を受けること自体が自己肯定感をそいでしまうという可能性があるんですよね。 

  やっぱり、当事者にはそういう支援を受けたくないと、困ってはいるんだけれども、

支援を受けたくない、施しを受けたくないというような気持ちが強くありますので、例

えばこの中身の作り方とか、このパンフレットの作り方とか、そういったところにおい

ても、当事者を支援するというよりは、エンパワーメントするような見せ方になると、

よりいいなと思いました。 

  先ほどの広報事業についてもそうですけれども、広報によって当事者を元気づけると

か、勇気づけるとか、あなたたちの力を貸してほしいというような、何かそういう見せ

方というものをやはりしていかないと、せっかくのプログラムを受講したいと思っても

らえないと思いますので、そういうところを大きなイメージの柱として、中身について、

また今後議論できたらなと思います。 

  ありがとうございます。 

○笠井会長 ありがとうございます。 

  たくさんの手が挙がりまして、徳丸委員、向山委員、遠藤委員、上田委員の順でいき

たいと思います。 

  徳丸委員、どうぞ。 

○徳丸委員 ありがとうございます。 

  今、林委員が言っていただいたこと、大変賛成で、この支援プログラムはどの範囲を

守備範囲にするのかということも、御検討いただくことになるんだろうと思うんですけ

れども、このときのプログラムは御本人を社会の中に戻そうという感じが、非常に色濃

くあるので、提言でまとめたような地域への啓発ですとか、そういったところから出発

して、総合的な支援がつくられるといいのではないかと感じたところです。 

  具体的には、家族支援というところが非常に重要だろうということで、一定のウエー

トをかけていただくと良いのではないかというのが、私の意見です。 

  ありがとうございます。 

○笠井会長 ありがとうございます。 

  それでは、向山委員、お願いします。 

○向山委員 世田谷保健所の向山です。４月から、練馬から世田谷に異動してきました。 
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  先ほど区のお話をしていただいたりしましたけれども、やはり今、この区で４月にリ

ンクという相談窓口がつくられているんですよ。それに先立って、区としての基本方針

の中で、ひきこもりの状態を含む、社会との接点が希薄な方が気軽に相談とか支援につ

ながれて、当事者が自分らしく暮らすことができる地域づくりを目指すという区として

の基本方針があったんです。 

  やっぱりいろんなプログラムをつくっていくと、多様性ってすごく大事ですし、そこ

から場合によっては、二つ選択していったり、移っていったりということもあると思う

んです。やはりベースにある、今お話のあった基本目標というか、理念というか、そこ

はちゃんと多様性がありつつも共通であるということが大事だということと、これから

プログラムをしていく中でも、いつの間にか５年、１０年たっちゃうということがある

ので、非常に今、動きも速いです。ニーズも、それからＤＸなんかの状況も早いので、

プログラムの更新方法とか、あるいは利用された方の、よく成果主義みたいな、何人就

労したらこうみたいなことが、いろいろな、障害の分野なんかも出てきたんですけども、

むしろ満足度で評価をしていくとか、何かそういったことと、さらにお願いしたいのは、

ぜひ支援者の方の研修体系とか、支援者自身も孤立しないで、ネットワークに開かれて

いるような形。場合によっては、支援者も非常にきつくて悩むこともあると思いますけ

ど、そこがつながれる仕組みということも、併せて御検討いただければ大変ありがたい

かなと思います。 

  大変待っていたことですので、期待もしております。よろしくお願いします。 

○笠井会長 ありがとうございます。 

  遠藤委員、どうぞ。 

○遠藤委員 遠藤です。 

  相談支援の現場にいる者から、実務的な話になってしまうかもしれないんですが、前

回、ひきこもり等の若者支援プログラムを作成してから、もう数年、５年ぐらいがたっ

て、地域の相談支援のネットワーク、あるいはツールなどが、以前に比べて本当に厚く

なってきたと思います。 

  ただ、そういうものが厚くなっていくとともに、なかなかミスマッチが今かなり起き

ているのではないかと思います。 

  例えば、先ほどお話に出ましたひきこもりサポートネット、頑張っていろいろ支援活

動をしていらっしゃる反面、なかなか相談件数が伸びないという事例もあります。 

  また、例えば、私ども生活困窮者自立支援制度では、主にひきこもられた方を対象の

支援として、就労訓練事業という事業があります。 

  また、東京都社会福祉協議会でも、「はたらくサポートとうきょう」、やはり同じよ

うにいろいろな社会福祉法人に御協力いただいて、そういう地域参加を進めている方に

対する支援、そういう指定を進めていらっしゃるというところがあります。 

  ただ、東京都の就労訓練事業の事業場の認定、それから東社協のはたらくサポートの
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事業者の認定がどんどん増えている反面、利用がほとんど進んでいない現状があります。 

  これは利用者がいないのではなくて、やはり利用する我々現場の支援窓口、それと、

せっかくそうやって増えている事業者との関係のミスマッチが今まだ利用数が伸びない

現状の中ではあると思います。 

  そういう中では、今度、私も委員として参加させていただきますが、プログラムに当

たっては、そういう具体的な制度の活用というところが分かってくると、現場の私たち、

もっとそれを活用しよう、またそのノウハウを広めることによって、周知、利用が進ん

でいくのかなと思います。 

  そういう中では、せっかく既存のできているツールをできるだけやはり活用する。さ

らに言うと、例えばひきこもられている方の居場所づくりにしても、私も市内幾つかそ

ういう話に加わっているところがあるんですけれども、やはりノウハウが得られない。

居場所をつくるということだけではなくて、どうしたらそれができるのかというところ

が、もうちょっと具体的に分かるようなプログラムになっていくと、現場として本当に

ありがたいのかなと。 

  私もできるだけお役に立たせていただきたいと思いますので、そういう視点もお願い

できればと思っております。 

  以上です。 

○笠井会長 ありがとうございます。 

  それでは最後に、上田委員がお手を挙げていらっしゃったので、どうぞ。 

○上田委員 プログラムと聞いてしまうと、どうしても機能の部分だけを見てしまうとい

うか、人から目が離れてしまう気がして、ちょっと心配です。 

  例えば、ひきこもり自体が問題ではないということは、提言にも書いているとおりで

す。ひきこもっていて、本当に必要なサポートにつながっていないとか、ＫＨＪの調査

でも、医療が必要でも医療の受診が受けられない方が４割以上いるという結果も出てい

ますし、そういう中で、これは一体何のためのプログラムなんだろうというのを考えざ

るを得ません。 

  また、プログラムの検討委員会でも話すことになると思うんですが、そもそもこのプ

ログラムは何のためにあるんだろうというのが、ちょっと分かりづらいです。 

  そうすると、今日私が思うのは、やはり地域の中で、本当に一人で孤立している世帯。

中高年層も含めたと書かれていますので、ＳＯＳが出せない家族や本人が見えているん

だろうか、その人たちの顔が。あとは民生・児童委員さんやいろいろな地域の中で関わ

っている人たちも、連携していくために必要なものや、もちろん訪問とか居場所とか、

社会参加とかという言葉だけ取り出せばそうなんですが、そこの奥の奥にある苦しさと

か孤立感、生きていく中で、自殺とひきこもりって結構要因が近いというふうにも分か

ってきていますけれども、そういったところにも目を向けて考えていく必要があるので

はないかな、特に中高年の世帯は、と思っています。 
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  以上です。 

○笠井会長 ありがとうございました。 

  ほかにも御意見があろうかと思いますが、会議の時間の都合もありますので、本日の

ところはここまでとさせていただきます。 

  続きまして、議事の４点目、都の令和４年度ひきこもり支援事業の取組等についてで

す。事務局から御説明をお願いいたします。 

○小澤生活支援担当課長 事務局です。 

  今年度最初の支援協議会ということで、今年度の東京都の予算について初めて御説明

する機会ですので、情報提供させていただきます。 

  今年度は、昨年度にいただいた提言を基に、令和４年度予算は２億２，２００万円と

いうことでございます。 

  ひきこもり支援協議会の運営のほか、当事者・家族向けの相談支援としては、先ほど

上田委員からもありましたけれども、ＫＨＪと連携をいたしまして、ピアサポーターに

よるオンライン相談を始めました。 

  また、都民・関係者への普及啓発・効果的な情報発信として、広告事業の拡充、展開

や家族向けパンフレットの作成を、新たに実施いたします。 

  一番右、区市町村に対する支援といたしまして、ひきこもりサポートネットに多職種

専門チームを配置いたしました。 

  また、民生・児童委員向けの研修を、今年度初めて実施いたします。 

  また、区市町村のひきこもりに係る様々な事業の立ち上げについて、東京都が４分の

１の負担をして、区市町村の事業を支援する取組も今年度から始めたところでございま

す。 

  資料９は、冒頭に部長からも申し上げたとおり、６月の補正予算で４，０００万円ほ

ど支援事業ということで、ピアオンライン相談の拡充や広報の強化が盛り込まれたとこ

ろです。 

  私からは以上です。 

○笠井会長 御説明ありがとうございました。 

  それでは、これについて御意見のある方はお願いいたします。 

  皆様、特段御意見がないようですが、大丈夫ですか。 

  そうしましたら、事務局、ありがとうございました。 

  本日の議題はここまでとなりますけれども、事務局から追加で何かございますでしょ

うか。 

○小澤生活支援担当課長 本日、長時間にわたりまして、活発な御議論をいただきまして、

ありがとうございました。 

  本日もたくさんの貴重な御意見をいただきました。今後……。 

  林委員から、はい。 
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○笠井会長 林委員からお手が挙がりました。どうぞ。 

○林委員 最後に１点だけ、今日お話をしたいことがありました。 

  この協議会なんですけれども、委員が私含めて２２名と、かなり多くの委員の方々が

お集まりいただいていると思うんですけれども、当事者経験者の立場でいるのが私一人

なんですよね。 

  広報事業についても、やはり広報どのようにやっていくかということを考えるときに、

当事者たちの意見や思いを聞かないことには、なかなかフィットしたものにはならない

のではないかと思うんですね。 

  やはり２２人のうち一人というのはかなりバランスが悪いと、私は正直感じていまし

て、今後何らかの形で、もう少し当事者たちの意見を聞くような機会などもつくってい

ただけたらと思っています。 

  すみません、最後に以上です。ありがとうございました。 

○笠井会長 林委員、大変貴重な御意見をありがとうございます。 

  本当にそのとおりだと思いますので、事務局の方、そうしたことについて、委員にお

迎えするのもいいと思いますし、またそういった機会を設けていただくのも、できまし

たら両方がいいと思いますけれども、御検討いただけますでしょうか。 

○小澤生活支援担当課長 はい、検討してまいりたいと思います。どうもありがとうござ

います。 

○笠井会長 特に具体的なプログラムの策定とか、そういったところにもぜひ御参画いた

だけると大変ありがたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

  続けて事務局の方、アナウンスをお願いいたします。 

○小澤生活支援担当課長 中島委員もお手が挙がっております。 

○笠井会長 どうぞ、お願いいたします。 

○中島委員 お時間がちょっとあるようでしたら、少し一言。 

  さっきの支援プログラムというところの部分ですけれども、ぜひ御本人と家族が今後

の方向性が見えるような、そういう形がつくっていけたらいいのではないかと思って、

提案したいと思います。 

  やはり、豊島区でやっていても、自分が相談に行ったときに、どんなふうに解決とい

いますか、いい方向に向かっていくのかが分からないので相談に行かなかったとか、何

か言われて責められてしまうのが不安だったから相談に行かなかったとか、方向性が見

えない不安感がやはり大きいと思うんですね。それがこういったプログラムをつくるこ

とで先が見える、共有できることが重要だと思いますので、そういった当事者性は、本

当に皆さんの御意見は大事だと思います。当事者性を大事にしたプログラムというもの

ができるといいかなと思って聞いていましたので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○笠井会長 ありがとうございました。 
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  奥多摩町の方、どうぞ、お願いします。 

○大串委員 すみません。私は福祉保健課で、感染症対策などの対応も取っている関係で、

合間合間に電話対応等があって申し訳ございませんでした。 

  せっかくの機会なので、最後のところで申し訳ないんですが、今回、家族支援のとこ

ろで、学芸大学の福井先生に御説明、御紹介いただいた中で、家族会のお話がございま

したけれども、今現在、町では、ひきこもりのところはなかなか、家族会のところは全

然というところでございますが、認知症の家族会という形で、今、町で地域ごとにでき

ないかという形で今進めているところです。 

  小さい町なので、困り事といいますか、認知症に限らず、このひきこもりであったり、

介護であったり、やはり重なってくる部分がありますので、それぞれの分野で別々の家

族会じゃなくて、例えば奥多摩の場合だと、町全体で何か困っていることを話せる家族

会みたいな形が、小さい町村だとマッチするのかとも考えたところです。 

  実際、相談窓口も、小さい町村ですと別々という形はなくて、今回も奥多摩町福祉係

という形で、福祉、生活支援も含めて全般的なところですけれども、そういった形で一

つの窓口で広く、ひきこもりだったり、やはり介護で抱えているところの問題も、ひき

こもりの部分とリンクする部分もあったりもしますので、広くそういった形で相談を受

けられればというところが１点。 

  あと、こちらの広報部会の意見の中で、皆さんの意見にもありましたが、広域連携と

いうところで、やはり小さい町村ですと、なかなか身近なところに相談に行きにくいと

ころがありますので、広域的に、例えば医療圏とか、奥多摩ですと、やっぱり西多摩８

市町村というところがあるので、隣の市や町で受けてもらえると、相談がつながってい

くのかなというのは率直に感じたところですので、そういった流れもできるといいのか

なと、町村、奥多摩町としては思ったところでございます。 

  最後にお時間ありがとうございます。 

○笠井会長 御意見をありがとうございました。 

  よろしいでしょうか。 

  また、事務局の方、アナウンスを続けていただければと思います。 

○小澤生活支援担当課長 ありがとうございます。 

  事務局からの連絡事項でございます。資料１０をご覧ください。 

  本日お示しいたしましたひきこもり等支援プログラム検討部会について、開催を予定

していますが、こちらの部会の委員の皆様に改めて日程調整をさせていただきたいと思

います。 

  また、次回の支援協議会の開催については、２月または３月頃の時期を予定しており

ますが、こちらも改めて日程調整をさせていただきたいと思います。 

  事務局からは以上でございます。 

○笠井会長 事務局、アナウンスをありがとうございました。 
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  部会の委員の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは以上もちまして、閉会とさせていただきます。どうもありがとうございまし

た。 

（午後６時５３分 閉会） 

 

 

 


